事　 務 　連 　絡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和６年２月２０日

　　　

　　　　　健保担当者　　　様　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜繊維健康保険組合

未受診者の受診について
いつも健診事業にご協力をいただき有難うございます。
健康診査等のご案内をいたしましたが、健康診査又は秋の生活習慣病健診を受けられなかった方がおられましたら、同封の申込書により下記の要領にて、受診していただきたくお願いいたします。
なお、この健診の申込は、各健診実施後にお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1. 同封の「未受診者個別受診申込書」に必要事項を記入のうえ、健康保険組合へ
受診希望日の１か月前までに提出する。
（この申込が事前にないと、組合の契約料金で受けられません。）
2. 健診センターへ健康保険組合が連絡をする。このとき健診希望日に受診できないときは、健診センターから記入した連絡先に連絡が入ります。
3. 健診センターにて健診を受ける。
4. 結果が健診センターより郵送されます。このとき健康保険組合へも結果が郵送されます。
5. 健診に要する費用の負担金として、受診者１人当り、３，０００円（３５歳未満の方は、７，０００円（税別））を負担していただきますので、後日保険組合より送付された納付書にてお振込みください。
受診担当する健診センターは、

名　称・・・ぎふ綜合健診センター
所在地・・・岐阜県岐阜市日置江４丁目４７番地

電話番号　　＜058＞279-3399
